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株式の分割に関するお知らせ 

 
平成１８年３月１３日開催の当社取締役会において、株式の分割に関し、下記の通り決議致しましたので、お知らせ致し

ます。 

記 

１.株式分割の目的 

当社株式の流動性向上を図るとともに、１株当たりの投資金額を引き下げ、個人投資家層の拡大を目的とするもの

です。 

 

２．株式分割の内容 

平成１８年５月１日（月曜日）付をもって、次のとおり普通株式１株を２株に分割します。 

 

（１）分割により増加する株式数 

普通株式とし、平成１８年４月３０日（日曜日）最終の発行済株式総数に１．０を乗じた株式数とします。 

（２）分割の方法 

平成１８年４月３０日（日曜日）（ただし当日及び前日は、名義書換代理人の休業日につき、実質上は平成１８年４月２８

日（金曜日）） 最終の株主名簿および実質株主名簿に記載または記録された株主ならびに端株原簿に記載または記

録された端株主の所有株式数を、 １株につき２株の割合をもって分割します。ただし分割の結果生ずる１株未満の端

数のうち、１株の１００分の１の整数倍に相当するものを端株として、端株原簿に記載または記録します。（なお、かかる

株式分割の効力が会社法の施行後に生じる場合には、分割の結果生ずる１株未満の端数については、会社法第２３５

条の規定に従い現金により調整するものとします。） 

   （３）配当起算日 平成１８年５月１日（月曜日） 

 

３．会社が発行する株式総数の増加 

    平成１８年５月１日（月曜日）付をもって当社定款第５条を変更し、会社が発行する株式の総数を１,１９３，７８２.０８株増

加して２，３８７，５６４．１６株とします。 

 

＜ご参考＞ 

１．株式分割により増加する株式数を具体的に明示していないのは、本取締役会決議日から分割基準日までの間に、新

株予約権等の行使により発行済株式総数が増加する可能性があり、分割日現在の発行済株式総数が確定できない為

であります。 

 

２．株式分割後の当社発行済株式総数は、平成１８年３月１３日現在を基準として計算すると次の通りとなります。 

 （１）現在の当社発行済株式総数（平成１８年３月１３日現在）              ３０８，３３３．５２株 

 （２）今回の分割により増加する株式数           ３０８，３３３．５２株 

 （３）株式分割後の当社発行済株式数         ６１６，６６７．０４株 

 

３．株式の分割に際しては資本金の増加はありません。 

平成１８年３月１３日現在の資本金                        ６０８,７２９,６７４円 

以上 

                                                 


